
令和８年度　 一般会計歳出　 第６款３項６目 　19節(01)給食費
令和８年度　 一般会計歳出 　第６款３項６目   12節(18)その他業務委託料

委託担当

こども青少年局中央児童相談所庶務係

TEL 260-6528

１　委　託　件　名 横浜市児童相談所一時保護所給食業務委託

２　履　行　場　所 中央児童相談所一時保護所、西部児童相談所一時保護所、

南部児童相談所一時保護所、北部児童相談所一時保護所

東部児童相談所（仮称）一時保護所

３　履　行　期　間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

４　契　約　区　分 □　確定契約　　　　■　概算契約

５　その他特約事項 個人情報取扱特記事項
委託契約約款 第22条第1項に係る特記仕様書

６　現　場　説　明 ■　不要
□　要

７　委　託　概　要

８　各　年　度　に　お　け　る　支　払　予　定　額　内　訳

円 （ 円）

種　目　番　号

受付番号 連絡先

設　　　計　　　書

年度 支払予定額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）

令和８年度

令和１０年度

円 円）（

325
杉生
スギウ

担当者名　

　一時保護所児童等に対する、朝食、昼食、夕食及びおやつの提供に
関する、献立作成、食事材料の調達と在庫管理、調理、盛付け、配
膳、下膳、食器洗浄、残飯・残材廃棄等の業務を行う。
　厚生労働省による「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた
衛生的な管理を基本とし、個別対応食（食物アレルギー対応食等）、
衛生管理（ノロウィルス、感染性大腸炎等）、その他施設給食に必要
な管理を実施する。

令和９年度

）円 （ 円



９　部　分　払
■  する（12回以内）
□　しない

　部　分　払　の　基　準　（年度ごとの基準）

■材料費

(1)中央児童相談所一時保護所

一般食

おやつ

行事食

(2)西部児童相談所一時保護所

一般食

おやつ

行事食

(3)南部児童相談所一時保護所

一般食

おやつ

行事食

1,3,5,7,8,1
0,12月 (68)

(62)

(1,674)

(1,652)

食

食

食

食

1,3,5,7,8,1
0,12月

1,3,5,7,8,1
0,12月

2月

1,3,5,7,8,1
0,12月 (6,187)

1,3,5,7,8,1
0,12月 (1,767)

(71)

(5,766)

1,3,5,7,8,1
0,12月 (71)

食

業　　務　　内　　容
履　行

数量 金　　　　額

1,3,5,7,8,1
0,12月

1,3,5,7,8,1
0,12月 (6,603)

単位  単 価
予定月

(5,964)

食

食

(1,829)

(6,390)4,6,9,11月

4,6,9,11月 (1,770)

(62)

(1,512)

(5,208)

(68)

(1,596)

(5,512)

食

2月

2月

2月

食

2月

2月

2月

2月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

1,3,5,7,8,1
0,12月

2月

(71)

(5,900)

(5,580)

(1,620)

(62)

(1,710)

(68)



(4)北部児童相談所一時保護所

一般食

おやつ

行事食

(5)東部児童相談所一時保護所

一般食

おやつ

行事食

■食事提供業務

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　　）で囲む
※「うるう年」が含まれる場合、当該年の日数に応じて食数に変動が生じます。

委託代金額
 （ 概 算 金 額 ）
内訳　　業　 務 　価　 格
　　　　（ 概 算 金 額 ）

消費税及び地方消費税相当額

　（ 概 算 金 額 ）

1,3,5,7,8,1
0,12月 (1,085)

12１２月

材料費合計

(42)

(837)

食

1,3,5,7,8,1
0,12月

1,3,5,7,8,1
0,12月

2月

(3,069)

月

1,3,5,7,8,1
0,12月

計

消費税及び地方消費税相当額

合計

2月 (33)

(756)

(2,772)

(980)

(3,528)

(3,906)

(33)

(42)

4,6,9,11月

4,6,9,11月

食

食

食

食

4,6,9,11月

4,6,9,11月

1,3,5,7,8,1
0,12月

食

2月

2月

2月

2月

1,3,5,7,8,1
0,12月

4,6,9,11月

4,6,9,11月

(2,970)

(810)

(33)

(3,780)

(1,050)

(42)



名　　　　　　称 形状寸法等 単位 単価(円) 金　額（円） 摘要

1 給食材料費

(1)中央児童相談所
　 一時保護所

　一般食 (77,745 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　おやつ (21,535 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　行事食 (852 ) 食

(2)西部児童相談所
　 一時保護所

　一般食 (72,420 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　おやつ (20,805 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　行事食 (816 ) 食

(3)南部児童相談所
　 一時保護所

　一般食 (67,890 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　おやつ (19,710 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　行事食 (744 ) 食

(4)北部児童相談所
　 一時保護所

　一般食 (45,990 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　おやつ (12,775 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　行事食 (504 ) 食

(5)東部児童相談所
　 一時保護所

　一般食 (36,135 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　おやつ (9,855 ) 食
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合、当該年の日数に応じて食数に変動が生
じます。

　行事食 (396 ) 食

2 食事提供業務
調理主任、調理副主任について、一方は栄
養士の有資格者を配置すること

(1)直接人件費
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合も、通常年（３６５日の年）と同様とし
ます。

調理主任（責任者） 12 月
栄養士、または調理師の有資格者（早出・
遅出対応）
※各所に配置

内　　訳　　書
数  量

小計



調理副主任（副責任者） 12 月
栄養士、または調理師の有資格者（早出・
遅出対応）
※各所に配置

業務従事者 12 月
業務責任者の休日・休暇対応に係る人員配
置を行うほか、個別対応食の提供に必要な
体制(人数)を確保すること。

(2)管理費
※契約期間内に「うるう年」が含まれる場
合も、通常年（３６５日の年）と同様とし
ます。

業務管理費 12 月
衛生管理費（健康診断・検便・被服クリー
ニング）、消耗品費、通信費、その他業務
に係る事務費を含む。

一般管理費 12 月

年額

※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む

委託代金額

小計

合計

消費税相当額



横浜市児童相談所一時保護所給食業務委託仕様書 
 

業務の実施については、この仕様書に定めるところとし、常に誠意を持って迅速かつ正確に行うもの

とする。 

 

１ 委託件名 

横浜市児童相談所一時保護所給食業務委託 

 

２ 委託期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月 31 日まで 

（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 

３ 給食の履行場所 

以下の５か所の児童相談所一時保護所とする。 

（１）中央児童相談所一時保護所（横浜市南区内） 

（２）西部児童相談所一時保護所（横浜市保土ケ谷区内） 

（３）南部児童相談所一時保護所（横浜市港南区内） 

（４）北部児童相談所一時保護所（横浜市緑区内） 

（５）東部児童相談所（仮称）一時保護所（横浜市鶴見区内） 

 

４ 基本方針 

（１）本業務は、「３ 給食の履行場所」に記載した児童相談所一時保護所（以下、「一時保護所」とい

う。）の入所児童等の食事提供業務における、献立作成、調理、配膳、下膳、洗浄、食材調達等の委

託であり、実施にあたっては常に入所児童本位の立場にたつとともに一時保護所職員等と協調し、

業務の円滑な遂行に努めること。 

（２）受託者は、給食業務が児童福祉の一環であるとともに入所児童の楽しみや食育に資することを認

識し、子どもたちが心身共に健全に発育・発達し、健康を保持するために、必要な栄養所要量を確

保し、家庭的で温かみのある安全な食事を提供するものであることを十分理解して実施すること。 

（３）子どもの発達段階や健康状態、体調や食物アレルギー等に配慮した食品の種類、調理方法などの

指示に柔軟に対応すること。 

（４）適時適温の食事の提供と、年齢・食物アレルギー・薬の飲み合わせ・宗教・食形態等による個別

対応食の提供等を行い、サービスの向上、食事の質の向上に努めること。 

（５）その他、受託者は食品衛生法等の関係法令を遵守し、児童給食にかかる委託者の基本方針（４基

本方針（１）～（４）、（６））にそって、その職務を忠実に遂行すること。 

（６）使用する様式、帳票、チェック表類は、この仕様書に定めるもののほか、その他必要に応じ受託

者が作成し衛生・安全管理・適正コスト管理に努めること。 

 

５ 給食実施内容 

（１）対象者 

対象は、児童（原則２歳以上 18 歳未満）および職員等とする。 

（２）給食の種類 

ア 一般食 

イ 特別食（幼児食、病児食、食物アレルギー除去食等の個別対応食）



ウ 行事食 

季節の行事や夏祭り等のイベントで提供する給食に関しては行事食として、横浜市こども青少年局 

こどもの権利擁護課栄養士（以下、「局栄養士」という。）及び各一時保護所の栄養士、行事・給食担当

等と協議の上、指示に基づき実施すること。 

なお、行事に伴い通常の食材費での提供ができない場合には委託者と協議のうえ、委託契約金額の範

囲内で行事食単価を加算できるものとする。 

＜行事食を提供する主な行事・イベント＞ 

誕生会、季節行事（夏祭り、年末お楽しみ会等）、外出行事に伴うお弁当提供 等 

（３）給食予定数 

一人当たり１日３食（朝食・昼食・夕食）を基本に、１回あたり約 280 食（５か所合計）と昼食

と夕食の間におやつを提供する。 

 

【基本内訳】 

 

 

 

対象区分 

 

 

 

年齢区分 

基本食数 

中央児童相談所 

一時保護所 

西部児童相談所 

一時保護所 

南部児童相談所 

一時保護所 

北部児童相談所 

一時保護所 

東部児童相談所

（仮称） 

一時保護所 

合計 

一
般
食 

お
や
つ 

一
般
食 

お
や
つ 

一
般
食 

お
や
つ 

一
般
食 

お
や
つ 

一
般
食 

お
や
つ 

一
般
食 

お
や
つ 

児

童 

食 

幼 児 ２～６歳 14 14 10 10 15 15 10 10 － － 49 49 

学 童 ６～18 歳 38 38 30 30 32 32 20 20 20 20 140 140 

自 立 11～18 歳 － － 10 10 － － － － － － 10 10 

指 

導

食 

 

職員等 

 

－ 

 

12 

 

－ 

 

11 

 

－ 

 

8 

 

－ 

 

7 

 

－ 6 － 44 － 

保存食 － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

検食 － 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

予備食 － 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 23 23 

計 71 59 68 57 62 54 42 35 33 27 276 232 

 

※ 西部児童相談所一時保護所自立支援部門（上記「自立」の項）の一般食については、土曜・日

曜・祝日・学校休業日は３食、平日は朝食、夕食のみを提供することを基本とする。 

ただし、通学支援でない児童や、学校の長期休業中等は、平日も昼食を提供する。 

※ 入所児童数は日々変動があるため、上記どおりではなく、実際の食数は委託者が事前に通知す

る。ただし、通知後に給食人員に変更が生じたときは、その都度、対応を指示する。なお、実際

の食数が基本食数を大幅に超える場合の対応については、委託者と受託者とで別途協議する。 

※ 契約期間中に各児童相談所一時保護所の定員が変更となり、基本食数が大幅に増減する場合は、

委託者と受託者とで別途協議し、変更契約の締結等、必要な対応を図るものとする。 

（４）給食実施日数（一般食） 

令和８年度 365 日（休食日なし） 

令和９年度 366 日（休食日なし） 



令和10年度 365 日（休食日なし） 

  ※ただし、北部児童相談所一時保護所については、令和８年度空調工事期間中（約３～７日間） 

は停止する。 

 

６ 委託業務内容 

（１）献立作成 

ア 栄養所要量は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」のとおりとする。

献立は月毎に作成するものとする。 

給食実施の２か月前までに、「実施献立」「週間献立」「月間献立」「検食簿」「栄養価計算」「食品分類

表」等の献立に係る必要資料を局栄養士や一時保護所栄養士・看護職等の確認を受けて作成するこ

と。作成した献立等を基に給食実施２か月前の月内に実施される各一時保護所での給食会議（献立

や給食実施内容の確認等のために各一時保護所で行われる会議）において各保護所における献立の

変更等の調整を行い、同月の統一献立会議（横浜市児童相談所５か所の給食担当者による全体会

議）に提出すること。 

統一献立会議において献立の了承がなされた後、実施前月までの給食会議において、各一時保護

所と最終調整し、献立の確認を受けること。 

また、食物アレルギー等、個別対応の必要な児童に対しては、それぞれの状況に合わせた除去食・代替

食等の個別対応食献立を一時保護所栄養士・看護職等と協議の上作成し、確認を受け、給食の提供

を行うこと。食物アレルギー個別対応食に使用する原材料のアレルギーチェックを行い、チェック

した内容を書面で記録し、一時保護所がいつでも確認できるようにしておくこと。 

なお、献立の最終調整後であっても、個別対応の必要な児童については、その都度、上記のとお

り対応を行うこと。 

   イ 契約初年度の４月及び５月については、前事業者が作成した献立に基づき調理を行うこと。 

また、最終契約年の４月及び５月の献立を実施２か月前までに作成し、統一献立会議の承認を受

け、各一時保護所と最終調整し、献立の確認を受けること。 

（２）給食数管理業務 

ア 一時保護所の各部門が提出する食事依頼伝票（食数表）により、食数や特別食の有無等の管理を

行う。 

なお、食事依頼伝票（食数表）の提出時間は一時保護所と協議の上決定すること。 

イ 食事依頼伝票（食数表）提出後の食数変更についてはあらかじめ一時保護所と協議の上対応期限

及び依頼方法を決定し、期限前の場合には原則全て対応すること。 

ウ 給食数管理表（様式 17）により実施給食数の集計を、毎月、実施翌月３日までに一時保護所に

Excelデータを提出し、一時保護係責任職のチェックを受けること。 

（３）食材調達（食材料の発注・検収）・保管管理 

ア 新鮮かつ安全な食材の調達に努めること。 

使用する食材について、食品安全基本法など食品安全に関する基本的事項が厳守されたもので、

栄養成分、品質、安全性を十分に確認の上、決定する。また必要に応じて、委託者に報告し同意を

受けること。 

イ 食材管理については厚生労働省による「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた衛生的な

管理を基本とする。 

ウ 給食材料は必要な食材料の数量を計算し、発注を行うこと。 

エ 給食材料は、基本的に国産品とする。野菜（特に旬のもの）は原則として生鮮品を使用し、やむ



を得ず冷凍野菜を使用する場合は産地、製造工程、品質等が確認できる文書等をあらかじめ委託者

に提出すること。 

オ 米は国産米を使用すること。やむを得ず調達が困難な場合は、古米または輸入米も使用可能とする。 

     なお、古米及び輸入米を使用する場合は、産地、製造年月日、品質等が確認できる文書等を 

あらかじめ委託者に提出すること。 

カ 加工食品、冷凍食品、レトルト等の調理品を献立に使用する場合は、事前に商品規格書等の文書

を委託者へ提出すること。 

キ 食品の出回り状況・価格の動向などの情報収集を常に行い、品質の良い、給食材料を使用するこ

と。 

ク 発注作業は混乱のないよう計画的に行い、発注計画を常に確認できるようにしておくこと。発注 

後も必ず調整を行い、円滑な給食の提供に努めるとともに、食材の無駄を最小限にするよう努力す

ること。 

ケ 食材の検収にはその適否を判定できる者を担当させ、納入される食材料について、数量、規格、

品質、品温等を確認し、検収した結果は検収記録簿に記入すること。検査を受けた食材料は、使用

するまでの間、冷蔵庫、食品保管庫等で衛生的に保管すること。 

コ 給食材料の検収は、受託者により以下の点に留意して行うこと。 

（ア）発注書で数量を確認する。 

（イ）鮮度、品質、品温（適切な温度管理が行われていたかどうかを含む）、異物の混入等を点検する。 

（ウ）「賞味期限」、「製造年月日」を確認する。 

（エ）不適切な食材が納品された場合は、直ちに返品、また交換等の適正な処置をとる。 

状況及び処置の内容等を記録し一時保護係責任職に報告すること。 

サ 常に在庫量や賞味期限を確認・把握し、先入先出し使用を徹底すること。購入、使用状況に 

ついて、委託者の確認要請があった場合は、適切な資料を提供すること。 

シ 賞味期限が入所児童等の目に触れる食品は賞味期限直前に使用することがないように調整する

こと。 

ス 月末には在庫食品についての棚卸しを行い、食材の購入・使用状況についての確認要請に速やか

に適切な資料が提出できるようにしておくこと。 

セ 受託者は、委託者が年１回程度行う仕入れ食材の価格調査に協力しなければならない。 

ソ 委託者から食材の品質などについて改善の要求があった場合、必要な措置を講じること。 

タ 委託者が準備した災害用備蓄食品やアレルギー28 品目除去対応食品について、使用期限内の流用に

協力すること。 

チ 委託者が納品の検収状況の確認を行う場合には協力すること。 

（４）食品の取扱い 

ア 食材及び食材入りの容器は直接床に置かない。また、食材等の入ったダンボールは調理室内に持

ち込まない。 

イ 下処理を終えた食材及び調理後の食品は、適正な保管場所に置くこと。 

ウ 冷蔵庫及び冷凍庫内で食品を保管する場合は、ラップ等を用い、食品間の相互汚染が生じないよ

うにし、温度を適正に保つこと。 

エ 使用した揚げ油は、業者引き取り日まで密閉容器で冷暗所に保管する。 

オ 盛り付け時の使い捨て手袋は、その食品ごとに交換するとともに、手袋をつけたまま別の作業は

行わない。また、手袋をつけて肉類や魚類等を切る場合は、手袋の切れ端の混入がないよう細心の

注意を払うこと。 



（５）調理（下処理含む）及び配食（盛り付け）業務 

調理作業にあたっては、事業規模に応じＨＡＣＣＰの基準を満たす衛生管理を行うこと。

ア ＨＡＣＣＰの基準による管理帳票各種の作成 

ＨＡＣＣＰの基準による管理帳票各種（作業マニュアル、衛生管理計画等）を作成し、事前に委

託者へ提出すること。 

イ 標準作業書の作成 

厚生労働省による「大量調理施設衛生管理マニュアル（別添２）」に基づき、衛生管理全般に関す

るマニュアル（以下、「標準作業書」という。）を作成し、下処理、調理、盛付の一連の作業を効率

的かつ安全に行うこと。標準作業書は、事前に委託者へ提出すること。 

ウ 加熱調理食品の温度管理 

温度管理を実施し記録する。 

エ 朝食・昼食・夕食及びおやつについてそれぞれ定められた時間までに盛り付け・配膳できるよう

に調理し、適温適時給食の目的を十分に理解した上、献立に基づき、対象者に満足を与えるよう誠

意をもって調理し、盛り付けること。 

オ 児童毎にトレーに盛り付けし、指定された場所に運ぶ。

カ 食物アレルギーを有する入所児童用の給食 

調理の際は器具を別にするなど安全管理上万全の配慮を行い、誤食などの事故防止に努めること。

キ 行事食 

業務責任者（調理主任）が食材及び食器具の準備並びにその調理・盛り付け方等を事前に局栄養

士および各一時保護所の栄養士、行事・給食担当等と打合せを行い、調理従事者に周知し、準備及

び調理する。 

 ク 保存食 

食中毒事故が発生した場合の原因調査に備え、保存食は、毎食、原材料と調理済み食品を 50ｇず

つ－20℃以下の保存食専用冷凍庫にて２週間保存する。 

ケ 検食 

給食として児童に提供される全ての食事について、栄養・質・量・嗜好・経済性の各観点から適

当であるか、また、食品衛生上の安全性及び全体として給食が適切に実施されているか等を正確に

把握し、給食に対する評価を行うために、児童に提供する前に実施する。検食の結果、不適と認め

られた場合には、受託者の負担において直ちに手直し又は作り直しをしなければならない。 

なお、検食は一時保護所職員が実施するため、検食時間については、事前に一時保護係責任職と

取り決めておく。 

コ 湯茶の提供 

委託者の求めに応じ、入所児童の生活の場への提供を行う。（朝食後及び夕食後のほか水分補給

のため麦茶等の飲み物を用意しておく。） 

サ 給食の配膳時間等 

給食の配膳時間及び配膳場所は原則として次のとおりとする。ただし、感染症対応その他の事由

により、配膳時間及び配膳場所を変更する場合は、個別に調整する。 

 

 

 

 

 



【中央児童相談所一時保護所】 

区分 学童（１階） 学童（２階） 幼児 

配膳場所 １階食堂 ２階食堂 ２階保育室 

朝 食 ７時 25 分 ７時 15 分 ７時 10 分 

昼 食 11 時 55 分 11 時 45 分 11 時 30 分 

お や つ 14 時 55 分 14 時 45 分 13 時 50 分 

夕 食 17 時 55 分 17 時 45 分 17 時 10 分 

 

 

【西部児童相談所一時保護所・自立支援部門】 

区分 学童 幼児 自立 

配膳場所 １階食堂 １階食堂 ２階食堂 

朝 食 7 時 30 分※１ 7 時 00 分 7 時 00分※２ 

昼 食 11 時 25 分 11 時 25分 11 時 45 分 

お や つ 14 時 45 分 14 時 45 分 17 時 45 分※３ 

夕 食 17 時 35 分 17 時 30 分 17 時 45 分 

 

※１ 学童部門の朝食は原則7時30分だが、児童の通学等の事情により、7:00に用意し提供する

場合がある。 

※２ 自立支援部門の朝食は、原則７時 00 分だが、児童の通学等の事情により前日夜に朝食

を用意し、個別に時間前に提供する場合がある（前夜上げ）。この場合の提供時間・提供

方法は、個別に調整する。また、カロリーは朝食の同等になるようにすること。 

※３ 自立支援部門のおやつは夕食と同時に提供する。 

 

【南部児童相談所一時保護所】 

区分 学童 幼児 

配膳場所 ２階食堂 １階保育室 

朝 食 ７時 15 分 ７時 15 分 

昼 食 11 時 45 分 11 時 15 分 

お や つ 14 時 50 分 14 時 15 分 

夕 食 17 時 45 分 17 時 15 分 

 

【北部児童相談所一時保護所】 

区分 学童 幼児 

配膳場所 １階食堂 １階保育室 

朝 食 ７時 30 分 ７時 30 分 

昼 食 12 時 00 分 11 時 45 分 

お や つ 15 時 00 分 14 時 30 分 

夕 食 18 時 00 分 17 時 30 分 



    【東部児童相談所（仮称）一時保護所】 

区分 学童 

配膳場所 １階食堂 

朝  食 ７時 30 分 

昼  食 12時 00 分 

お や つ 15時 00 分 

夕  食 18時 00 分 

 

  シ 延食の指示が出た場合は、適温にて一時保護所が指示する時刻まで保管すること。 

  ス 下膳時は、食堂のカウンターの清掃を行うこと。 

 

（６）異物混入の防止対策 

異物混入等の事故が起きないよう、食材の納入の立会いと検収を徹底し、「異物混入防止のための

チェックリスト（横浜市立保育所）」を参考に、点検を実施する。また、作業開始前に器具等の破損箇

所や、破損の恐れがないこと等を十分に確認し、業務従事者同士で注意喚起等を行う。異物混入があっ

た場合又はその疑いがある場合は、業務責任者は、速やかに一時保護係責任職に報告し、対応につ

いて協議しなければならない。 

また、万一事故が発生した場合は、「事故報告書」（様式 13）を提出すること。 

（７）個別対応食 

ア 「児童相談所における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき対応すること。 

イ 食物アレルギーを有する児童、その他やむを得ない理由による禁止食品対応など、個別対応が必

要なものは、見た目でわかる除去食に変える（例：唐揚げをチキンソテーに変える→小麦粉除去の

場合）など、柔軟に対応すること。なお、変更する除去食・代替食等について一時保護所栄養士・

看護職等と協議すること。 

ウ 専用の名札を付けたトレーに用意し、業務責任者を含め複数人でチェックするとともに、一時保

護所職員に引き渡す際も禁止食材の混入がないか、声出し確認すること。 

エ 個室での食事対応や食器の配慮が必要な場合などは、一時保護所職員と協議の上、対応すること。 

（８）残さい・残食等処理業務 

ア 調理に伴う残さい、容器包装、残食等は、各々の特性を考慮し、市役所ごみゼロルート回収のル

ールに対応した搬出を行う（別紙１「ルート回収分別一覧」参照）。廃棄物ごとに分別処理後計量・

記録をし、委託者が指定する集積場所まで搬出する。 

イ 分別した残さい、容器包装、残食等は、廃棄物が入った袋に施設番号と重量を記載するなど、各

一時保護所のルールに従って指定する場所に搬出し、集計表に品目ごとに搬出量を記録する。 

ウ 燃えるごみ、生ごみ用の搬出容器は毎日洗浄し清潔を保つ。（グリストラップに流れ込んだ残さい

についても処理すること。）廃棄物保管場所のコンテナ容器についても同様に清潔を保つこと。 

エ 行事等で提供されたお弁当等の残食や容器等のごみについても、回収後、上記と同じ対応により

分別処理し、計量・記録の上、指定する場所に搬出すること。 

オ 残食量は料理ごとに確認し記録する。毎日各ブロックに報告し、残食が出ないように極力努める

こと。また、残食の原因を分析し調理作業に反映させること。 

カ 前各号に付帯するその他必要な業務は誠実に実施すること。排出量について、委託者から要請が

あった場合は、期限内に適切な資料を提供すること。 

 （９）食器具類の洗浄・消毒・保管業務 

厚生労働省による「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた洗浄・殺菌マニュアルを作成



し、これにより実施すること。 

ア 食器・調理器具類は、常に清潔に保ち、汚染されないように所定の場所に保管すること。 

イ 食器等の洗浄は専用食器洗浄機を用いて行い、洗剤等の使用については正しい用法で行うこと。

ウ 調理器具類は適切な洗剤を用いて行い、確実に洗浄・消毒を行うこと。 

エ 毎食事時および調理実習やイベント実施時の食器類についても回収後、洗浄・消毒・保管を行う

こと。 

（10） 備品管理 

ア 調理台等は、使用前後に必ず清掃し、必要に応じて消毒を行う。調理器具は種類に応じて熱風消

毒を行う。 

イ まな板、包丁は、下処理（肉・魚・野菜）とパン用、果物用、加熱後用など使用目的により区別

し、使用後は、洗剤で洗浄してから、その都度、熱湯消毒する。作業終了後は、包丁・まな板殺菌

庫に保管する。 

ウ ザルやボウルの使用後は、洗剤で洗浄してから、その都度、熱湯消毒する。作業終了後は、清潔

な調理台の棚に保管する。 

 エ 冷凍冷蔵庫及び熱風消毒保管庫の温度管理は、常に適正に行う。冷凍庫、冷蔵庫は定期的に温度

チェックを行い、異常があった場合はすみやかに報告するとともに適切な対処を行うこと。 

オ 調理器具類及び食器類の洗浄・消毒には、用途に適した洗剤を用いて洗浄し、熱風消毒を行う。

カ 器具や機器の洗浄は、調理作業後や配膳終了後に行う。やむを得ず、調理作業中に行う場合は、 

はね水などで汚染しないよう、調理作業場所から十分離れた場所で行う。 

キ 清掃用具は、用途ごとに区別して使用し、使用後は洗浄、消毒、乾燥しておく。また、専用の場

所に保管する。 

（11） 施設設備の管理業務 

ア 不審者の侵入がないように給食施設の戸締りに注意する。 

鍵の借用時には物品借用書兼預かり書（様式 18）を委託者に提出し、貸出した鍵は複製を禁止す

る。紛失した場合は速やかに委託者に報告し指示に従うこと。また、返却時には借用物品返却書（様式 19）

を委託者に提出すること。 

イ 給食施設を常に清潔に保つため、清掃マニュアルを作成し、それに基づき、計画的に清掃・消毒

を行う。また、日常点検表を作成し、毎日の清掃等を記録すること。 

ウ 温度湿度、調理用設備及び機器等の衛生については、毎日定時に点検、管理を行うとともに、前

項イで定めた日常点検表に記録し、いつでも委託者が確認できるようにしておくこと。 

エ 施設設備の異常、故障等について、発見または発生したときは、委託者に報告すること。

オ 防虫設備（網戸）のない窓、出入り口は、開放したまま調理業務を行わない。 

カ 手洗い場は常に清潔に保ち、石けん、爪ブラシ、消毒液、ペーパータオルを常備する。

キ 常に当該施設等にかかる光熱水費の節約に努めること。 

ク その他必要と思われる清掃を行い、清潔保持に努める。 

（12） 従事者の衛生管理業務 

ア 厚生労働省が定めた「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた衛生管理を実施すること。 

イ 身体、衣服は常に清潔を旨とし、調理室では清潔な白衣、帽子及びマスクを着用する。 

調理室外においては白衣の上着や三角巾等は脱ぐ。 

ウ 厨房内での履物は専用のものとし、配膳、下膳等厨房外に出るときは、履物を取り替えること。

エ ノロウィルス、感染性胃腸炎等の発生予防に努め、施設内で発生した場合は厚生労働省による「大 



量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいて対処すること。 

オ 従業者が次に掲げる事項に該当するとき、調理業務等に従事させないこと。 

（ア）従業者本人または家族、もしくは同居者が感染性胃腸炎等、伝染病にかかったとき、またはそ

の疑いがあるとき。 

（イ）健康保菌者であるとき。 

（ウ）下痢、食中毒症状を示しているとき。 

（エ）化膿性疾患、伝染性疾患にかかっているとき。 

（オ）虫卵所有者であるとき。 

 

カ 調理作業中、就業前後、用便後、休憩後等のときは、必ず手指の洗浄および消毒を行い、必要に

応じて消毒済みの手袋を使用すること。 

キ 調理作業中に肉類、魚介類、卵等を取り扱った場合は、必ず手洗いを行う。これらの場合以外に 

も、手洗いは常時励行する。 

ク 爪は常に短く切り、マニキュア等はしない。また、ピアスや指輪、ブレスレット、ネックレス等

のアクセサリーは着用しない。 

ケ 着衣に付着した髪の毛や異物を取り除くため、粘着テープによるローラーがけを随時行うこと。

コ 厨房内で更衣、喫煙、放たん等の不潔な行為はしないこと。また、許可されたもの以外私物を持 

ちこまないこと。 

サ 盛り付け時等必要に応じて、消毒済みの手袋を着用のこと。 

（13） 帳票の管理 

業務に必要な帳票等を整備し保管する。

ア 従業者名簿・検便結果記録 

イ 作業標準計画書（従事者、従事内容、業務分担、従事時間等が明記されたものとし、当該１日の

勤務状況が明確に判る勤務表） 

ウ ＨＡＣＣＰの基準による管理帳票各種・標準作業書・調理工程上必要なチェック記録表。 

エ 受託する業務に関して、行政による立ち入り検査の際、児童相談所が提出を求められる帳票・日

常点検票・納品書・検収記録簿等。 

オ 委託者からの指示・協議内容の記録と、その指示・協議にかかる対応結果を示す書類。 

カ 食材調達・保管管理に必要な帳票類。（食材発注計画表・納品時の品質チェック記録表・在庫チェ

ック記録表・棚卸表等様式不問、使用する帳票は項目・内容について事前に了承を得ること） 

（14） 必要機器の調達（厨房で使用する機器、食器等は除く。） 

業務に必要なパソコン（無線 LAN 含む）やプリンター、ソフト等 その他必要機器は受託者にお

いて準備すること。 

７ 業務分担区分 

別表１「業務分担区分表」に記載のとおり。 

８ 経費負担区分 

別表２「経費負担区分表」に記載のとおり。 

９ 支払方法 

給食業務日誌により調理業務実施日毎の喫食数を確認し、給食業務実施月の最終日以降に請求に基づき 

支払う。 

10 調理用設備・機器・備品・食器等 

（１）別紙２－１～４に記載のとおりとし、設備・機器・備品・調理用器具・食器の使用は無償とする。 



（２）受託者は委託開始時及び年度末に調理用設備・機器・備品等の棚卸を行い、調理用設備・備品一

覧表（様式７）及び調理用器具・食器一覧表（様式９）を提出すること。 

（３）上記設備・機器・備品・食器等の管理 

受託者は、業務の履行にあたり、調理用設備・機器・備品等を事前に点検し、業務に支障をきた

すと判断される瑕疵を発見した場合は、直ちに委託者に設備・機器・備品等異常報告書（様式８）

により報告しその指示に従わなければならない。 

なお、受託者が故意又は過失により、調理用設備・機器・備品等が破損した場合は、受託者はそ

の損害を賠償しなければならない。 

11 受託者の責務 

（１）食品衛生責任者及び火元責任者 

ア 受託者は、一時保護所に食品衛生責任者及び火元責任者を置き、その任に当たらせる。食品衛生

責任者を新規に定め、又は変更した場合は、速やかに所管の区福祉保健センターに届出を行い、交

付された食品衛生責任者証の写しを委託者に提出しなければならない。 

なお、この食品衛生責任者及び火元責任者は、12（１）に定める業務責任者による兼任を妨げな

い。 

イ 食品衛生責任者は、食品衛生法等に基づく業務を行う。また、火元責任者は、消防法等に基づく

業務を行う。 

（２）業務計画書の提出及び承認と各種報告書の提出 

受託者は、受託業務の実施に当たり、業務計画書を速やかに提出し、委託者と協議を行い、業務

計画について委託者の承認を受けなければならない。また、別表３に記載している各種報告書につ

いて随時提出すること。 

【業務計画書添付書類】 

・業務従事者報告書（様式３） 

・作業標準計画書（従事者、従事内容、業務分担、従事時間等が明記されたものとし、 

当該１日の勤務状況が明確に判る勤務表） 

・ＨＡＣＣＰの基準による管理帳票各種・標準作業書 

・緊急時電話連絡網 

・各種チェック・記録表類 

・個人情報の取扱に関する安全管理措置報告書（様式 15） 

・個人情報保護に関する研修実施報告書および誓約書（様式 16 及び様式 16 別紙） 

・その他必要な書類 

（３）受託者は委託者の給食業務にかかる基本方針にそって当該業務を遂行するために必要な質的・量 

的人員を配置し、業務責任者が休暇等で欠ける場合は、必ず同等に職務を代行する者を業務責任者

代理として配置すること。 

（４）受託者は、業務を履行するにあたり、児童福祉の一環であることを十分認識し、関係法令に違反

することがないよう留意すると同時に、食事の提供にあたり、施設の目的を充分理解しかつ給食に

よる事故を防止するため安全衛生に努めるとともに、継続的・安定的に業務を履行しなければなら

ない。 

（５）感染症発生時等の対応 

従業者に健康診断を年１回、検便を毎月１回以上実施し、報告書を一時保護所に提出すること。

また、感染症の恐れがあるなど勤務に支障があることが判明したときは、直ちに一時保護係責任職



に報告するとともに、必要な措置を講ずること。 

ア 所内において、感染性胃腸炎（ノロウイルス等）が発生した場合は、一時保護係責任職と連絡調

整して対応する。 

イ 所内において、その他の感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等）が流行した場

合は、一時保護係責任職と協議し対応する。 

ウ 上記ア・イに規定する感染症等に、業務従事者又はその家族が、罹患又は罹患のおそれのある時

は、速やかに一時保護係責任職に報告し、その後の対応について協議しなければならない。 

エ 業務従事者に感染性胃腸炎が疑われる症状が発生した場合は、医療機関に受診させ、必要な検便

検査等を実施して速やかに確認し、医師の了承があるまで調理作業に従事させないこと。さらに、

業務従事者やその家族がノロウイルス等を原因とする感染性胃腸炎と診断された場合は、その他の

業務従事者に対しても同様に検便検査等を実施し、陽性の場合は調理作業に従事させず陰性の判定

が出るまで、経過を委託者に報告する。 

オ 定期的に従事者に対する衛生教育を実施するとともに、行った内容については、一時保護係責任

職および委託者に報告すること。 

カ 万が一、従事者が感染症等に感染した場合には、委託者に報告の上、指示に従い、当該従業者へ

の措置及び他の者に感染することがないように感染対策を迅速にとること。なおこれらの措置にか

かる費用は受託者の負担とする。 

（６）新たな従業者を業務につかせる場合は、事前に健康診断を実施し、横浜市に結果を提出し確認を

受けること。また、確認を受ける前の者を業務に従事させてはならない。 

（７）従業者に対する教育の徹底、業務の標準化を図るために、随時標準作業書等の見直しを行い、委

託者に提出すること。 

（８）緊急時の連絡網に変更がある場合は、速やかに改定後の連絡網を提出すること。 

受託者に起因する事故等（例：異物混入・誤食・期限切れ食材の使用等）が発生した場合、事故

の原因について分析し、速やかにその内容を一時保護係責任職および委託者へ報告し、再発防止に

取り組むこと。なおこれらの措置にかかる費用は受託者の負担とする。 

（９）受託者は給食業務の重要性を認識し、従事者に対し栄養や調理に関する研修のみならず、安全衛

生やその他業務に必要な内容について教育、研修を行うこと。受託者が行った研修について、委託

者が追加または修正が必要と判断した時は、再度教育、研修を実施し、研修報告書（様式 14）を提

出すること。 

（10） 個別対応食、行事食等の調理に対応可能な人員を配置すること。 

（11） 児童相談所は配慮が必要な利用者のプライバシーに係る個人情報を扱う施設であるため、受託者

は、安全管理措置報告書（様式 15）を委託者に提出すること。また、受託者は、業務を遂行するに

あたり従業員に個人情報保護に関する研修を実施し、実施報告書及び誓約書（様式 16、様式 16 別

紙）を委託者に提出すること。従業員が変更になる場合はその都度実施し研修を終えたもの以外は

従事することはできない。 

受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、委託者の指示する目的以外に使用

してはならない。解除及び契約期間終了後においても同様とする。 

(12) 施設側職員の指示無く児童と接触しないこと。また、安全上及び衛生管理の観点から、盛り付け

や配膳業務など業務上必要がある場合を除き、保護所内へ立ち入らないこと。やむを得ず立ち入

る必要が生じた場合には、必ず職員の同伴を条件とする。 

(13) 通勤、納品等の際に周辺住民や施設に迷惑がかからないよう配慮すること。 



 

 

12 業務従事者 

受託者は、次に記載する業務従事者について、業務が円滑に遂行できるよう、児童福祉施設や病院

等の勤務経験がある等、必要な経験と知識、技術を備えた人員を必ず配置すること。 

また、業務実施に必要な業務従事者数が毎日確保され、急な欠勤等の場合にも常に代替従事者を確

保できるようにすること。 

（１）業務責任者の配置 

受託者は、業務を円滑に履行するために、業務従事者の中から次の要件を満たす者を選任し、各

一時保護所に業務現場の業務履行上の責任者（調理主任及び調理副主任）を常勤で配置し、不在時

には必ず代行の責任者を充てること。 

ア 栄養士または調理師の資格を有し、責任者としての教育を受けている者。ただし、調理主任、調

理副主任のいずれか一方は栄養士の資格があるものでなければならない。 

イ 集団給食調理業務の経験を３年以上有する者。 

ウ 正規職員（派遣及び契約社員は除く）かつ、集団給食施設で業務責任者（調理主任・調理副主任

等）として、給食業務に従事した経験がある者。 

（２）献立責任者の配置 

受託者は、各一時保護所の業務責任者のうち１名（ただし、栄養士の資格を有する者に限る）を

献立責任者として選任すること。 

献立責任者は、受託者が各一時保護所に配置する栄養士の資格を有する業務責任者の統括として、

献立作成に係る全般的な調整を行う。 

（３）業務従事者の要件等 

ア 業務従事者は、原則として集団給食調理業務について１年以上の経験を有する者とする。

イ 業務従事者は、継続して従事できるものを配置し、頻繁に変更を行わないこと。 

ウ やむを得ず変更する場合は、原則として１か月以上前に委託者へ報告の上十分な引継ぎを行うな

ど、従事者変更に伴う業務の質の低下を招かないようにすること。 

エ 業務を遂行するために不適当と思われる従事者がいるときには、委託者は受託者に対してその事

由を明示して、協議の上、改善を図ることができるものとする。 

（４）業務責任者の職務内容 

業務責任者の主たる職務は、一時保護係責任職及び局栄養士や一時保護所栄養士と随時協議する

とともに、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた設備・機器・備品の衛生管理、食材管

理、食数管理及び調理従事者の人事・健康管理などの全体の業務の遂行管理とする。 

一時保護所との業務連絡を毎日行い、行事予定や調理、盛り付け、配膳など給食に関することに

ついて全業務従事者に伝え、意思疎通を図る。 

当該月分の作業標準計画書を当該月の前日までに委託者に提出する。 

毎日の業務終了後に喫食数等の必要事項を記入の上、給食業務日誌（様式１）を一時保護係責任

職に提出すること。 

ア 食数管理･食材管理 

使用食材の選定は一時保護係責任職及び局栄養士や一時保護所栄養士の承認を得た上で委託者に

報告すること。納品時に品質チェックを行い記録すること。 

その他各ブロックからの食数表の集計、必要な食材量の算出、適正在庫量の調整、食材の品質管

理、記録の保管、棚卸し、業務従事者への連絡指示を行うこと。 



 

イ 事故対応・報告書の作成 

（ア）事故等が発生した場合は直ちに原因を分析し事故報告書（様式 13）を作成の上一時保護所およ

び委託者へ報告を行う。また、従事者全員に事故の内容と改善策を周知し、再発防止に取り組む。食材

に起因するものについては、納入業者対し混入経路や原因の特定を指示し一時保護係責任職お 

よび委託者へ報告する。 

（イ）委託者に従事者の健康診断結果報告書（様式５）及び腸内細菌検査結果報告書（様式６）、一時

保護係責任職に従事者への教育研修に係る研修報告書（様式 14）を随時提出する。 

（ウ）一時保護所および委託者が委託業務に関し、調査または報告を求め、また資料の提出及び改善

を求めた場合、直ちに資料の提出報告を行った上で改善を行う。 

ウ 給食会議及び一時保護所統一献立会議等への出席 

受託者は、各一時保護所で行われる月１回の給食会議、及び月１回の一時保護所統一献立会議へ 

参加し、局栄養士および一時保護所の給食担当者等と受託者の業務責任者との連絡を密にすること。

また、検食結果に基づき、調理方法、盛り付け、味付け等について、工夫・改善し、常に安全でより

よい給食を心掛けること。 

エ 児童入所時のアレルギーチェック 

入所児童の状況により、一時保護所栄養士・看護職等とともに食物アレルギーチェックを随時行

い、入所後の個別対応献立の調整に反映させるとともに、誤食事故が起きないように、業務従事者

へ連絡指示を行うこと。 

オ 臨機の対応 

行事等により給食実施が変更される場合、受託者は、局栄養士および一時保護所行事・給食担当

職員と十分に連絡調整を図り対応する。 

13 災害時対策 

（１）緊急連絡網の整備を行い、災害時訓練を定期的に行うこと。 

（２）災害時マニュアルを保護所および厨房で一部保管すること。 

（３）災害時マニュアルに従い、調理室内・調理機器類等に問題が生じた場合、直ちに委託者へ報告す

ること。 

14 消防訓練等の参加 

受託者は、委託者が実施する消防訓練、その他管理運営上必要な事業について委託者と協議し、積

極的に参加しなくてはならない。 

15 代行保証 

受託者は、業務を履行できなくなった場合の保証のため、あらかじめ、業務の代行者を定めるもの

とする。この場合、代行者は受託者に代わって各契約条項を遵守する。ただし、受託者の義務は免責

されない。 

16 損害賠償 

受託者は、業務実施にあたり、故意または重大な過失により、児童相談所または第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

17 業務の引き継ぎ 

受託者は業務分担表（別表１）の業務について、受託後の業務が円滑に遺漏なく遂行できるよう前

受託者から引継ぎを受けること。 

委託者の所定の手続き等により、受託者等に変更が生じたときは、受託者は十分な期間を設けて受



託する予定の業者に業務分担表（別表１）の項目に関して、事務指導を含む引継ぎを行い、変更後の

受託者の業務が円滑に遺漏なく遂行できるようにしなければならない。 

18 その他 

本仕様に定めのない事項及び不明な点については、委託者と受託者が協議の上決定する。 









（別表１）業務分担区分

区分 業務内容 委託者 受託者

食事提供業務運営の総括 ◎

食事基準 ◎

献立表の作成、食糧構成の作成 ○ ◎

献立表の確認 ◎ ○

献立の調整（個別対応食、過不足調整） 〇 ◎

食数の指示 ◎ ◎

食数の管理 ○ ◎

残食調査・分析等の実施 ○ ◎

検食の実施・評価 ◎

行政監査における帳票類の提出 ◎

上記書類の作成・保管 ◎ ○

上記以外の各種帳票類の整理保管、報告書の作成 ◎

作業マニュアル（標準作業書、工程表等）の作成 ◎

作業仕様書の内容確認 ◎

作業実施状況の確認 ◎

調理 ◎

温度管理 ◎

盛り付け ◎

配膳・配茶 ◎

下膳 ◎

食器、トレイの洗浄、消毒、保管管理 ◎

調理器具の洗浄、消毒、保管管理 ◎

配膳車の洗浄、消毒 ◎

作業終了時の片づけ、清掃 ◎

管理点検記録の作成 　 ◎

管理点検記録の確認 ◎ ○

管理帳票の作成 ◎

管理帳票の確認 ◎

食材の調達（食材料の選定、成分等の品質確認を含む) ◎

食材の調達（食材料の選定、品質確認を含む) ◎

食材の点検・検収(入荷時品質チェック) ◎

食材の保管、在庫管理 ◎

食材の出納事務 ◎

食材の調達・使用状況の確認 ◎

栄
養
管
理

調
理
管
理

材
料
管
理



区分 業務内容 委託者 受託者

厨房の主要な設備、備品の設置・改修 ◎

厨房の主要な設備の衛生、維持管理 ◎

その他の設備（食器、調理器具等）の確保 ◎　

その他の設備（食器、調理器具等）の管理 ◎

上記の管理（棚卸し） ◎

勤務表の作成、業務分担、委託業務従事者の業務配置表の提示 ◎

勤務表の作成、業務分担、委託業務従事者の業務配置表の確認 ◎

調達する食材料の成分等の調査・報告（食物アレルギー物質・産地などの状況） ◎

給食会議 ◎ ○

食物アレルギー除去食対応の指示 ◎

食物アレルギーチェック（成分チェック含む）※施設に引き渡すまで ◎

食物アレルギーチェック※厨房から受取後 ◎

誤食・異物混入　　原因追及・再発防止報告 ◎

衛生面の遵守事項の作成 ◎ ◎

食材の衛生管理 ◎

施設・設備（調理器具・食器等）の衛生管理 ◎

着衣・調理従事者の清潔保持状況等の確認 ◎

保存食の確保・管理 ◎

食材納入業者に対する衛生管理面の指示 ◎

衛生管理簿の作成 ◎

衛生管理簿の点検・確認 ◎ ○

緊急対応を要する場合の指示 ◎ ○

食給提供の水準の確保、維持、改善の研修・訓練及びその内容の報告 ◎

給食提供に初めて従事する者に対する教育、訓練及びその内容の報告 ◎

個人情報保護に関する研修及びその内容の報告 ◎

健康管理計画の作成 ◎

定期健康診断の実施 ◎

健康診断結果の保管 ◎

健康診断実施状況の確認 ◎ ○

検便の定期実施 ◎

検便結果の確認 ◎ ○

厨房内事故防止対策の策定 ◎

※ ◎当該業務の主担当

○当該業務の従担当及び補助

労
働
衛
生
管
理

施
設
・
備
品
管
理

衛
生
管
理

教
育
研
修

業
務
管
理



（別表２）経費負担区分表

委託者負担 受託側負担

厨房施設、設備 食材料に要する経費（※）

調理用備品、器具類 従業員労務費

搬送用設備、器具類
保健衛生費
（調理等業務従事者の定期健康診断、月1回以上の検便等に要する経費）

食器類 被服費（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞに要する経費含む）

光熱水費 業務管理費

残さい、厨芥、廃油の処分に要する経費 事務用品（発注その他の管理に係る通信機器を含む）

害虫駆除消毒費 調理用消耗品（ラップ・アルミホイル・盛付け手袋・マスク、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ等）

グリストラップ、ダクトフードの定期清掃経費 洗浄用消耗品（洗剤、スポンジ、タワシ、ブラシ等）

休憩室備品（座卓・下駄箱・ロッカー・ポット等) 厨芥処理用消耗品（ごみ袋等）

上記設備、備品の調達、修繕、補充に要する経費 日常清掃に必要な用具類、消耗品類の経費

その他委託者側負担以外の一切の経費

(※）食材費に要する経費は、設計書内訳書の各食単価に実際の喫食数を乗じた額とする。



別表３　提出様式
報告書の種類 様式 提出・提示期日等 提出部数

給食業務日誌 様式１ 毎日業務終了後提出 １部

給食業務完了届 様式２
月毎に業務終了後遅滞な
く提出

１部

業務従事者報告書 様式３ 受託開始時に提出 １部

業務従事者変更報告書（臨時
業務従事者含む）

様式４
原則として２週間前まで
に提出

１部

健康診断結果報告書 様式５
受託開始時、業務従事者
変更時、年１回の実施後
速やかに提出

１部

腸内細菌検査結果報告書 様式６
受託開始時、業務従事者
変更時、毎月実施後速や
かに提出

１部

調理用設備・備品一覧表 様式７ 年度末に１回 １部

設備・機器・備品等異常報告
書

様式８
設備・機器・備品等に異
常が発生した場合

１部

調理用器具・食器一覧表 様式９ 年度末に１回 １部

横浜市衛生管理チェックリス
ト

様式１０ 毎月実施後に提出 １部

保存食品在庫表 様式１１ 月末に１回 １部

受払簿 様式１２①～⑥ 月末に１回 １部

事故報告書 様式１３ 発生後速やかに提出 １部

研修報告書 様式１４ 実施後速やかに提出 １部

安全管理措置報告書（個人情
報保護関連）

様式１５ 受託開始時に提出 １部

研修実施報告書・誓約書（個
人情報保護関連）

様式１６ 受託開始時に提出 １部

給食食数管理表 様式１７ 毎月実施後に提出 １部

物品借用書兼預かり書 様式１８ 施設（厨房）の鍵借用時 １部

借用物品返却書 様式１９ 施設（厨房）の鍵返却時 １部

給食変更届出書 様式２０
栄養士、管理者が変更に
なった場合

１部

給食開始届出書
（東部児童相談所のみ）

様式２１ 受託開始時に提出 １部

※様式20は栄養士、管理者が変更になった場合委託者が保健所に提出する。
※様式21は、委託者が保健所に提出する。
※各書式は、委託者・受託者協議のうえ、適宜修正して使用できる。
※３月実施分については、3/31までに提出すること。



様式1

℃ ％

  アレルギー対応　

良好・異常あり（下痢・発熱・腹痛・嘔吐・手指に傷）

＊異常があった場合の対応（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　                 　）

作業前：　適　・　否 遊離残留塩素濃度（貯水槽あり施設）　　　　mg/ℓ

作業後：　適　・　否 遊離残留塩素濃度（貯水槽なし施設）　　　　mg/ℓ

作業前： 　℃ 作業後： 　℃ 作業前： 　℃ 作業後： 　℃

作業前： 　℃ 作業後： 　℃ 作業前： 　℃ 作業後： 　℃

作業前： 　℃ 作業後： 　℃ 作業前： 　℃ 作業後： 　℃

原材料名：

理由・対処方法：

朝 料理名 中心温度
℃

料理名 中心温度
　℃

昼 料理名 中心温度
℃

料理名 中心温度
　℃

夕 料理名 中心温度 ℃ 料理名 中心温度 　℃

人 人 人 人 人 人 人 人 1 食 1 食 5 食 人

人 人 人 人 人 人 人 人 1 食 1 食 5 食 人

人 人 人 人 人 人 人 人 1 食 1 食 5 食 人

人 人 人 人 1 食 1 食 食 人

食 食 食 食 食 人

人 人 人 人 人 人 人 人 食 人

人 人 人 人 人 人 人 人 食 人

　多　・　少　・　無 kg

　多　・　少　・　無 kg

　多　・　少　・　無 kg

　多　・　少　・　無 kg

　多　・　少　・　無 kg ． kg

【調理担当者の意見又は調理作業上の注意点】

※この様式は適宜修正して使用できるものとする。

他（　　　　　） 廃棄計

清掃状況

備考

分類 残食の量 廃棄量 分析（理由等）

喫
食
状
況
把
握

朝食

昼食

夕食

おやつ

床 ・ 排水溝 ・ ガスレンジ ・ オーブンレンジ ・ 冷凍庫  ・冷蔵庫  ・食品庫  ・戸棚  ・換気扇
ダクト ・ 給食用エレベーター ・ 熱風消毒保管庫 ・ シンク  ・窓ガラス  ・その他（　　           　　　　　　　　）

比較的多かった献立又は原材料名　

個別対応食

行事食

他（　　　）

一
般
食

朝食

昼食

夕食

おやつ

予備食
その他

（       　）
日計

幼児 学童 はばたき 幼児 学童 はばたき

原材料の納入状況
異常を確認した原材料名と

その理由・対処方法

加熱調理し
た献立と
中心温度

【喫食状況】 検食 保存食

適    ・   否

新学童 新学童

児童分 指導食分

連絡事項：

調理担当者の
健康状態

使用水の点検
（水道・貯水槽）

担当名： 担当名： 担当名： 担当名：

温
度
記
録

冷蔵庫①（　　　） 冷凍庫①（　　　）

冷蔵庫②（　　　） 冷凍庫②（　　　）

冷蔵庫③（　　　）

調理担当者の
勤務状況等

冷凍庫③（　　　）

献立名

【特別食：　 　 　】【朝　食】 【昼　食】 【おやつ】

湿  度係員 幼児 学童 はばたき

給　食　業　務　日　誌
厨房責
任者印

天  候施設長印

　　　　　　年　  　月　  　日（　  　　）

担当名：

ALﾁｪｯｸ： ALﾁｪｯｸ： ALﾁｪｯｸ： ALﾁｪｯｸ： ALﾁｪｯｸ：

担当係長印
新学童

庶務係
係長

【夕　食】

□あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

室  温



様式 ２① 
  年  月  日 

横浜市長  
 

給食業務完了届 
（    年  月履行分） 

 
受託者 
住 所 

 
代表者名            印 

 
 
下記の受託業務を完了したのでお届けします。 
 
件 名  給食業務委託 

         

受 託 場 所  

契 約 年 月 日    年   月   日 

履 行 内 容        年  月分給食業務 
   給食実施日数            日 
   清掃実施日数            日 

 



様式 ２② 
  年  月  日 

横浜市長  
 

給食業務完了届（食材料費相当分） 
（    年  月履行分） 

 
 

受託者 
住 所 

 
代表者名            印 

 
下記の受託業務を完了したのでお届けします。 
 
件 名 給食業務委託 

受 託 場 所  

金 額 ￥ 
備     考 内訳 給食（朝食・昼食・夕食）：          

   おやつ         ：                   
      小 計 
 
   消費税         ：          
      合 計 
 

 
 



様式 ３ 
  年  月  日 

横浜市長  

業務従事者報告書 
 

受託者 
住 所 

 
電 話 
代表者名            印 

 
このことについて、下記のとおり報告します。 

  
１ 施設名                    
 
２ 調理業務従事者 

氏名 性別 年齢 住所 電話 資格免許 勤務形態 
       

       

       

       

       

       

       

※ 勤務形態欄は、正社員、パート、代替要員等を記入してください。 
※ 管理栄養士及び栄養士、調理師の免許の写しを添付してください。 
 
３ 各責任者 
（１）受託責任者                 
（２）業務責任者                 
（３）食品衛生責任者                
（４）防火責任者                 



様式 ４ 
  年  月  日 

横浜市長  

業務従事者変更報告書 
 

受託者 
住 所 

 
電 話 
代表者名            印 

 
このことについて、下記のとおり報告します。 

  
１ 施設名                      
 
２ 変更年月日      年  月  日 
 
３ 調理業務従事者 
（１）業務責任者     変更前         変更後           
 
（２）業務責任者代理   変更前         変更後           
 
（３）調理業務従事者   変更前         変更後           
 
４ 変更後 

氏名 性別 年齢 住所 電話 資格免許 勤務形態 
       

       

       

※ 勤務形態欄は、正社員、パート、代替要員等を記入してください。 
※ 管理栄養士及び栄養士、調理師の免許の写しを添付してください。 
 



様式 ５ 
  年  月  日 

横浜市長  
 

受託者 
住 所 

 
代表者名           印 

 

     年度    健康診断結果報告書 
 
 

このことについて、下記のとおり報告します。 
 
１ 施設名                   
 
２ 受診者名 
  ・            ・ 

・ ・ 
・ ・ 
・ ・ 

 
３ 受診月日  別紙のとおり 
 
４ 受診結果  別紙のとおり 
 
 
 
 
※ 添付書類  医療機関の診断結果等（写・原本証明付） 

開始 
定期 



様式 ６ 
  年  月  日 

横浜市長 
 

受託者 
住 所 

 
代表者名           印 

 

   年度 腸内細菌検査結果報告書 
 
 
このことについて、   月分（上期、下期）の結果を下記のとおり報告し

ます。 
 
１ 施設名                      
 
２ 受診者名 
  ・            ・ 

・ ・ 
・ ・ 
・ ・ 

 
３ 受診月日  別紙のとおり 
 
４ 受診結果  別紙のとおり 
 
 
 
 
※ 添付書類  検査機関の結果報告書（写し） 



　　

No 品名 形式・規格 寸法・容量 数量 入庫年月 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

調理用設備・備品一覧表
施設名：　

様式 ７



様式８　

設備・機器・備品等異常報告書

下記の　設備・機器・備品等に異常がありますので報告します。　　

報告日 年　　　　月　　　　日

設備等の名称

（いつから、どんな異常が発生しているのか具体的に記入してください。）

＜児童相談所処理欄＞

対応完了日
（厨房への報告

日）
年　　　　月　　　　日

状況

対応状況



No 品名 形式・規格 寸法・容量 数量 入庫年月 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

調理用器具 ・食器一覧表
施設名：　　　　　　　　　　　　

様式 ９



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

調理室の衛生管理 調理室には、ねずみや衛生害虫等は出ていない。

ねずみや衛生害虫等の発生を確認した場合は、何らかの駆除を行う。
調理室内の整理整頓及び清掃状態はよい。
調理室内にダンボール等を持ち込んでいない。
調理作業中は、それぞれの食材、調理器具に手を触れた後、異なる
食材に手を触れる場合、必ず手洗いを行い、他の食材等に汚染を拡
大させないようにしている。

手洗い設備には、手洗いに適当な石けん、爪ブラシ、ペーパータオ
ル、消毒液等を定期的に補充し、常に使用できる状態にしてある。

調理器具等の衛生管理 まな板は、用途別に区別している。
包丁、まな板等の調理器具は、使用中も必要に応じ、熱湯をかけて
消毒している。

調理作業中、食器消毒保管庫及び包丁・まな板殺菌庫の扉は閉めて
ある。

包丁・まな板殺菌庫には、それぞれの器具の水気を拭き取ってから
保管している。

食材・調理・加工時、後
の取扱い

食肉類、魚介類、野菜類、豆腐製品等については、可能な限り１日
で使い切る量を仕入れている。

食肉類、魚介類、野菜類、豆腐製品等は区別し保管している。

野菜は十分洗浄し、加熱調理している。

果物は、十分流水ですすぎ洗いを行っている。

調理後、食品を放冷する場合には、速やかに中心温度を下げるよう
工夫している。

調理済み食品は、２次汚染を受けないように保存している。

盛り付けは、手袋や調理器具等を使用している。

調理従事者の衛生管理
調理従事者（アルバイトを含む）は、月１回のO157の検査項目を
含む検便を実施している（６月～１０月は２回）。

調理従事者（アルバイトを含む）の健康状態はよい。

調理従事者は、正しい手洗い、消毒方法が守られている。

調理従事者（アルバイトを含む）の服装は清潔に保たれている。

調理従事者（アルバイトを含む）は、調理室内外での調理服の着脱
ができている。

調理作業中、調理従事者（アルバイトを含む）は、装飾品を身につ
けていない。

チェック項目

■　     　　年度　衛生管理チェックリスト(施設名：　　　　　　　　　　　　　　　）

様式 １０



＜　　　　月＞

№ 食品名 在庫数 備考 № 食品名 在庫数 備考

1 醤油 31 麩

2 酒 32 凍り豆腐

3 みりん 33 粉チーズ

4 酢 34 みかん缶

5 ごま油 35 黄桃缶

6 油 36 白桃缶

7 塩 37 パイン缶

8 砂糖 38 コーンホール缶

9 味噌 39 コーンクリーム缶

10 コンソメ 40 トマトホール缶

11 ケチャップ 41 トマトピューレ缶

12 中濃ソース 42 ツナ缶

13 ウスターソース 43 鮭水煮缶

14 いちごジャム 44 きざみのり

15 ブルーベリージャム 45 米

16 スキムミルク 46 小麦粉

17 カレー粉 47 白玉粉

18 粉寒天 48 上新粉

19 ベーキングパウダー 49 干しうどん

20 重曹 50 そうめん

21 白ごま 51 スパゲティ

22 ねり白ごま 52 マカロニ

23 すり白ごま 53 きな粉

24 黒ごま 54 片栗粉

25 ねり黒ごま 55 せんべい類

26 削り節（だし用） 56 クッキー

27 削り節（飾り用） 57 クラッカー

28 煮干し（だし用） 58 麦茶

29 煮干し（おやつ用） 59 はちみつ

30 昆布 60 ベイリーフ

【保存食品在庫表】

様式 １１



月

単位

購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫

前年度繰越

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

缶（　　　ｇ）

カレー粉

本（1ℓ）

コンソメ ケチャップ酢 油酒

本（1ℓ） 本（1ℓ） 本（　　　ｇ）

ごま油 中濃ソース ウスターソース

本（１㎏）本（1㎏） 本（　　　ｇ）ｇ ｇ本（1ℓ） ㎏ ㎏ ㎏

■　調味料受払簿（          　　年度）

醤油 味噌 砂糖 塩 みりん

様式 １２①



月

単位

購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫

前年度繰越

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

■　缶詰受払簿（     　　年度）

みかん缶 黄桃缶 白桃缶 パイン缶 コーンホール缶 トマトホール缶 トマトピューレ缶 ツナ缶

缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ）

鮭水煮缶

缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ） 缶（　　ｇ）

コーンクリーム缶

様式 １２②



月

単位

購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫

前年度繰越

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

■　乾物類受払簿（     　　年度）

粉寒天 ベーキングパウダー 重曹 白ごま ねり白ごま 黒ごま ねり黒ごま すり黒ごま

本（　　ｇ） ｇ ｇ 本（　　ｇ） ｇ

削り節（だし用） 削り節（飾り用）

ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ

すり白ごま

様式 １２③



月

単位

購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫

前年度繰越

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

はちみつ きざみのり凍り豆腐 粉チーズ スキムミルク

■　乾物類受払簿（     　　年度）

煮干し（だし用） 煮干し（おやつ用） 昆布 麩

ｇ ｇ ｇ ｇ

いちごジャム ブルーベリージャム

ｇ ｇ ｇｇ ｇ ｇ ｇ

様式 １２④



月

単位

購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫

前年度繰越

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

■　乾物類受払簿（     　年度）

米 小麦粉 白玉粉 上新粉 干しうどん マカロニ

ｇ

麦茶

ｇ

きな粉

㎏ ｇ

ベイリーフ

㎏ ㎏ ㎏

そうめん スパゲティ

㎏ ㎏ ㎏ ㎏

様式 １２⑤



月

単位

購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫 購入 払出 在庫

前年度繰越

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

せんべい７

■　菓子類受払簿（     　　年度）

クッキー クラッカー せんべい１ せんべい２ せんべい３

ｇ ｇ ｇ

せんべい４ せんべい５ せんべい６

ｇ ｇ ｇ

せんべい８ せんべい９

ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ

様式 １２⑥



様式 １３ 
  年  月  日 

横浜市長  
 

受託者 
住 所 

 
代表者名           印 
業務責任者名         印 

 

事故報告書 
事故発生日時  施設名  

献立名  
発生場所  報告者  

発生状況 

 

発生後の対応 

 

発生原因 

 

今後の対策 

 

その他 

 

 



様式 １４ 
  年  月  日 

 
横浜市長  
 

    年度  研修報告書 
 
         

受託者 
住 所 

 
代表者名            印 

 
 

月 日 研修参加者 実施時間 研修内容 施設長確認印 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



様式 １５ 

個人情報保護に関する誓約書 
（提出先） 

横浜市長 

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報

の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り

扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
（Ａ４） 



様式 １６ 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長 

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

 横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定

に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に

対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の

内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたの

で、別紙（全 枚）のとおり提出いたします。 

 引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいき

ます。 

 



給食数管理表 （ 年 月分） 様式17

個別
対応食

朝 昼 夕
お
や
つ

個別
対応
食

行事
食

朝 昼 夕
行事
食

朝 昼 夕
お
や
つ

個別
対応
食

行事
食

朝 昼 夕
行事
食

朝 昼 夕
お
や
つ

個別
対応
食

行事
食

朝 昼 夕
行事
食

朝 昼 夕
お
や
つ

個別
対応
食

行事
食

朝 昼 夕
行事
食

保存食 検食 予備食 児童 指導食その他食 行事食 計 おやつ保存食 検食 計

１日 0 0 0 0 0 0 0 0

２日 0 0 0 0 0 0 0 0

３日 0 0 0 0 0 0 0 0

４日 0 0 0 0 0 0 0 0

５日 0 0 0 0 0 0 0 0

６日 0 0 0 0 0 0 0 0

７日 0 0 0 0 0 0 0 0

８日 0 0 0 0 0 0 0 0

９日 0 0 0 0 0 0 0 0

１０日 0 0 0 0 0 0 0 0

１１日 0 0 0 0 0 0 0 0

１２日 0 0 0 0 0 0 0 0

１３日 0 0 0 0 0 0 0 0

１４日 0 0 0 0 0 0 0 0

１５日 0 0 0 0 0 0 0 0

１６日 0 0 0 0 0 0 0 0

１７日 0 0 0 0 0 0 0 0

１８日 0 0 0 0 0 0 0 0

１９日 0 0 0 0 0 0 0 0

２０日 0 0 0 0 0 0 0 0

２１日 0 0 0 0 0 0 0 0

２２日 0 0 0 0 0 0 0 0

２３日 0 0 0 0 0 0 0 0

２４日 0 0 0 0 0 0 0 0

２５日 0 0 0 0 0 0 0 0

２６日 0 0 0 0 0 0 0 0

２７日 0 0 0 0 0 0 0 0

２８日 0 0 0 0 0 0 0 0

２９日 0 0 0 0 0 0 0 0

３０日 0 0 0 0 0 0 0 0

３１日 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

月計

総額（税抜）

※ 本様式については適宜修正して使用することができるものとする。315 0

0

行事食

0

0

0

0

0

0

一般食

おやつ

個別対応食

指導食

日計

おやつ一般食

(円)

その他食
0

その他

＝

児童 指導食

学童１

児童

自立支援

指導食

0

0× ＝315

315

児童

幼児

指導食

315 0

315

60 0

(円)（食） （単価）

学童２

児童 指導食



様式18

物品借用書兼預かり書（厨房用　鍵）
年　　月　　日

様

会社名

代表者名

鍵管理者

厨房用鍵について次のとおり借り入れます。

１　使用目的　　●●児童相談所一時保護所給食業務に係る施設使用と維持管理のため

２　借用期間 　　　　　　　 　　　　年　　　月　　　日　から　　　　　　年　　　月　　　日　まで

３　借用物品 厨房用の鍵　 本

鍵ナンバー 使用者名

４　その他 ・借り入れた鍵は適正に管理し、施設管理者の許可なく複製いたしません。

・紛失した場合は速やかに施設管理者に報告し、指示に従います。

年　　月　　日

　　　一時保護所級業務委託実施のため、受託者に厨房の鍵を貸し出します。

副所長 係長 担当者

以下、児童相談所使用欄



様式19

借用物品返却書（厨房用　鍵）
年　　月　　日

様

会社名

代表者名

鍵管理者

借用していた厨房用鍵について次のとおり返却します。

１　返却理由　 受託期間満了のため

２　返却日 　　　　　　　 　　　　年　　　月　　　日　

３　返却物品 厨房用の鍵　 本

鍵ナンバー 使用者名

年　　月　　日

　　　一時保護所級業務委託のため、受託者に貸し出していた厨房の鍵を受け取ました。

副所長 係長 担当者

以下、児童相談所使用欄



(届出先）
年 月 日

横浜市保健所長

の規定により、

（注意） 1

2

3

4 　この届出書は、給食施設の所在地を所管する福祉保健センターに提出してください。

管 理 者 氏 名

第３号様式（第６条）

給食変更届出書

設置者の住所及び氏名

法人にあっては、その
名称、所在地及び代表
者の氏名

施 設 名

所 在 地

電 話

変
更
内
容

事　項

変更後

変更前

（A4）

　管理栄養士又は栄養士の変更の場合には、変更後の管理栄養士又は栄養士の免許証の写し
を添付してください。
　給食施設の大要又は平面図の変更の場合には、変更後の給食施設の大要又は平面図(食品
衛生法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第83号)に規定する営業許可申請書(第4号様式)中2
と同一の様式により記載したもの)を添付してください。

　食品衛生法による給食届出済証の記載事項が変更になる場合には、この届出により、新たな給
食届出済証を交付することになりますので、現に交付されている給食届出済証を提出してくださ
い。

変更年月日 年　　　　　　　月　　　　　　　　　日

次のとおり届け出ます。

  健康増進法第20条第2項
  横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条

  食品衛生法施行細則第22条の3
  届出事項に変更が生じましたので、

sysmente
テキストボックス
　

sysmente
テキストボックス
 様式 20
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